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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ライダーに運動効果を提供するため、ライダーの両足を用いて方向変更可能な方式で推
進されるキャスタースケート装置であって、
　その上に置かれる片足を支持するためのフロントボードと、
　路面上で転動動作を行うための、センター軸に沿って前後位置に直列に整列されながら
前記フロントボードの裏面に所定間隔をおいて装着される第１および第２ローラーと、
　その上に置かれる他の片足を支持するために前記フロントボードの後側に配設されるリ
アボードと、
　路面上で転動動作を行うための、センター軸に沿って前後位置に直列に整列されながら
前記リアボードの裏面に所定間隔をおいて装着される第３および第４ローラーと、
　一端が前記フロントボードの後端に連結され、他端が前記リアボードの前端に連結され
た所定の長さを有する可動性連結具とを備え、
　前記フロントボードおよび前記リアボードは、所定の範囲内で両者の間の距離を可変自
在に動作可能であり、前記フロントボードと前記リアボードが隣接した状態に配置可能に
構成され、
　第１および第３ローラーのそれぞれの回転中心が、所定間隔分だけ前記それぞれのボー
ドの裏面に対して所定傾斜角度を有する軸から間隔をおいて位置する
　キャスタースケート装置。
【請求項２】
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　ライダーに運動効果を提供するため、ライダーの両足を用いて方向変更可能な方式で推
進されるキャスタースケート装置であって、
　その上に置かれる片足を支持するためのフロントボードと、
　路面上で転動動作を行うための、センター軸に沿って前後位置に直列に整列されながら
前記フロントボードの裏面に所定間隔をおいて装着される第１および第２ローラーと、
　その上に置かれる他の片足を支持するために前記フロントボードの後側に配設されるリ
アボードと、
　路面上で転動動作を行うための、センター軸に沿って前後位置に直列に整列されながら
前記リアボードの裏面に所定間隔をおいて装着される第３および第４ローラーと、
　一端が前記フロントボードの後端に連結され、他端が前記リアボードの前端に連結され
た所定の長さを有する可動性連結具とを備え、
　前記フロントボードおよび前記リアボードは、所定の範囲内で両者の間の距離を可変自
在に動作可能であり、前記フロントボードと前記リアボードが隣接した状態に配置可能に
構成され、
　第１および第３ローラーのそれぞれの回転中心が、所定間隔分だけ前記それぞれのボー
ドの裏面に対して所定傾斜角度を有する軸から間隔をおいて位置すると共に、前記第２お
よび第４ローラーのそれぞれの回転中心が、所定間隔分だけ前記それぞれのボードの裏面
に対して垂直な後回転軸から間隔をおいて位置する
　キャスタースケート装置。
【請求項３】
　ライダーに運動効果を提供するため、ライダーの両足を用いて方向変更可能な方式で推
進されるキャスタースケート装置であって、
　その上に置かれる片足を支持するためのフロントボードと、
　路面上で転動動作を行うための、センター軸に沿って前後位置に直列に整列されながら
前記フロントボードの裏面に所定間隔をおいて装着される第１および第２ローラーと、
　その上に置かれる他の片足を支持するために前記フロントボードの後側に配設されるリ
アボードと、
　路面上で転動動作を行うための、センター軸に沿って前後位置に直列に整列されながら
前記リアボードの裏面に所定間隔をおいて装着される第３および第４ローラーと、
　一端が前記フロントボードの後端に連結され、他端が前記リアボードの前端に連結され
た所定の長さを有する可動性連結具とを備え、
　前記フロントボードおよび前記リアボードは、所定の範囲内で両者の間の距離を可変自
在に動作可能であり、前記フロントボードと前記リアボードが隣接した状態に配置可能に
構成され、
　第１～第４ローラーのそれぞれの回転中心が、所定間隔分だけ前記それぞれのボードの
裏面に対して所定傾斜角度を有する軸から間隔をおいて位置する
　キャスタースケート装置。
【請求項４】
　ライダーの両足を用いて路面上で走行と方向変更をしながら運動することができるよう
にした運動器具であって、
　前記ライダーの両足がそれぞれ置かれる一対のボード（２０）、（３０）と、
　前記一対のボード（２０）、（３０）のそれぞれの底面に所定の間隔をおいて一軸に直
列に配置され、路面上で転動動作を行う少なくとも２つ以上のローラーと、を備え、
　前記ローラーのうち少なくともいずれか１つは、前記それぞれのボード面に対する垂直
軸方向から所定の傾斜角度θを形成する傾斜軸Ｃを中心として回転可能に設置され、
　前記一対のボードは、所定の範囲内で両者の間の距離を可変自在に動作可能であり、両
者が隣接した状態に配置可能に構成された
　キャスタースケート。
【請求項５】
　前記傾斜角度θは、２５度以上、４５度以下である
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　請求項４に記載のキャスタースケート。
【請求項６】
　前記ローラーは、傾斜軸Ｃから所定の回転半径ｒをもって設置された
　請求項４に記載のキャスタースケート。
【請求項７】
　前記それぞれのボードの底面から導き出され、前記ボードの上面に対して傾斜面を含む
ブラケットを更に備える
　請求項４に記載のキャスタースケート。
【請求項８】
　前記ローラーは、前記ブラケットの傾斜面に回転可能に結合される
　請求項７に記載のキャスタースケート。
【請求項９】
　ライダーの両足を用いて路面上で走行と方向変更をしながら運動することができるよう
にした運動器具であって、
　いずれか片足が置かれる前方ボード（２０）と、
　前記前方ボード（２０）の底面に所定の間隔をおいて前後方の一軸に直列に配置され、
路面上で転動動作を行なう第１ローラー（２２）及び第２ローラー（２３）と、
　前記前方ボード（２０）の後方に配置され、他の片足が置かれる後方ボード（３０）と
、
　前記後方ボード（３０）の底面に所定の間隔をおいて前後方の一軸に直列に配置され、
路面上で転動動作を行う第３ローラー（３２）及び第４ローラー（３３）と、を備え、
　前記第１ローラー（２２）、第３ローラー（３２）は、前方ボード（２０）、後方ボー
ド（３０）の上面に対して所定の傾斜角度θを形成する傾斜軸Ｃから所定の回転半径ｒを
もって設置され、
　前記前方ボード（２０）及び後方ボード（３０）は、所定の範囲内で両者の間の距離を
可変自在に動作可能であり、前記前方ボード（２０）と前記後方ボード（３０）が隣接し
た状態に配置可能に構成された
　キャスタースケート。
【請求項１０】
　前記第２ローラー（２３）、第４ローラー（３３）は、前方ボード（２０）、後方ボー
ド（３０）の底面回転軸Ｃ１から所定の半径ｒ１をもって設置された
　請求項９に記載のキャスタースケート。
【請求項１１】
　前記第１ローラー（２２）、第２ローラー（２３）、第３ローラー（３２）、第４ロー
ラー（３３）は、前方ボード（２０）、後方ボード（３０）の上面に対して所定の傾斜角
度θを形成する傾斜軸Ｃから所定の回転半径ｒをもって設置された
　請求項９に記載のキャスタースケート。
【請求項１２】
　前記傾斜角度θは、２５度以上、４５度以下である
　請求項９に記載のキャスタースケート。
【請求項１３】
　前記前方ボード及び後方ボードの底面からそれぞれ導き出され、前記前方ボード及び後
方ボードの上面に対して傾斜面を含むブラケット（２５）、（３５）を更に備える
　請求項９に記載のキャスタースケート。
【請求項１４】
　前記第１ローラー（２２）、第３ローラー（３２）は、前記ブラケット（２５）、（３
５）の傾斜面に回転可能に結合される
　請求項１３に記載のキャスタースケート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(4) JP 4872115 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

【０００１】
　本発明は、容易に推進力を達成することが可能であり、ライダーが足首をねじるか、ま
たは身体を左右に回転させることで走行方向が変更可能であるとともに、ライダーの楽し
さを増すことができるキャスタースケート装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ライダーが惰性走行中および操縦中に両足をボードデッキ上に置くことを特徴とするス
ポーツ用具の代表例としては、スケートボードが公知である。
【０００３】
　ここで従来型スケートボードの基本構成を考察してみると、両足を載せる部分を有する
細長い楕円デッキと、路面上を転動できるように、前記デッキの裏面の前後位置に回転可
能に装着されている一対のローラーとが備わっている。
【０００４】
　前記従来型スケートボードに関連する欠点には、路面上で前記スケートボードの推進力
が前記ローラーの転動によって実現された時点で、一層の速度または推進力を達成するた
めには、前記スケートボードのライダーが片足で路面を蹴って推進させなくてはならない
ということが含まれる。 また、前記スケートボードは、走行方向を変更する際、または
Ｕターンを行う際に、不可避的に大きな回転半径も必要とする。このため、広いスペース
が必要となるとともに、ライダーはライディングしながらデリケートな動作を楽しむこと
ができない。
【０００５】
　ライダーのプッシュ（足で漕ぐ）を用いる前記従来型推進方法を改善するための解決法
として、韓国特許登録番号１０－０３９４８４８には、方向性キャスター付きスケートボ
ードが開示されている。
【０００６】
　前記開示されたスケートボードは、一対のフロントボードおよびリアボードと、各端に
て１ボードを保持し、前記両ボード間の所定距離を維持するための連結エレメントとを具
備する。前記２枚のボードのうちの少なくとも１枚には、その裏面に取り付けられる１個
または複数の方向性キャスターが含まれる。前記連結エレメントは、弾性材料から成って
いるため、前記連結エレメントに対して加えられたねじり力または曲げ力が除去され次第
、その元の形状を回復可能である。
【０００７】
　動作中、片足を前記フロントボード上に置き、他の片足を前記リアボード上に置いた状
態のライディングスタンスでは、前記スケートボードのライダーは、前記弾性連結エレメ
ントのねじり動作を利用して、両足を一側または他側に交互に傾けることによって推進力
を得る。ライダーが両足を一側または他側に交互に傾けるたびに、前記方向性キャスター
は、所定の回転角度分だけそれぞれの軸の周囲を往復回転する。この場合、前記方向性キ
ャスターの力成分により、前記スケートボードを推進する推進力が生じる。
【０００８】
　しかしながら上記の従来技術には、前記２枚のボードが前記弾性エレメントを使用する
ことによって相互に連結されているということに起因する以下のようないくつかの問題点
がある。
【０００９】
　第一に、前記弾性エレメントを介して相互に接合されている前記２枚のボードは、走行
方向を左右に変更するため、またはＵターンを行うために大きな回転半径を必要とする。
よって、前記ボードの走行方向の変更には広いスペースが必要とされ、その動作を速やか
に行うことはできない。これは、前記スケートボードの使用安全性を損なう要素であり得
る。
【００１０】
　第二に、前述のかかる大きな回転半径は、スケートボードのライダーが前記スケートボ
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ードをデリケートに操縦することを不可能にする。
【００１１】
　第三に、ひとたびライダーが両足を前記２枚のボード上に置いた後には、足の相対位置
の変更はない。したがって、前記スケートボードが提供する運動量は、本発明と比較して
少ない。
【００１２】
　第四に、前記従来技術スケートボードの長さは固定されている。この場合、前記スケー
トボードがライダーの身体の大きさに適さない可能性が大きい。例えば、前記スケートボ
ードは、前記スケートボードを都合よく操縦するためには、小さい身体の人々には大き過
ぎるか、または大きな身体の人々には小さ過ぎる可能性がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　したがって本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その上に置かれるライ
ダーの両足を支持するため２枚のボードが、その間隔を所定距離に維持しながら独立して
動作可能であり、そのために前記ボードは、ローラーの独立した動作によって高い推進力
を達成することができ、小さな回転半径で容易にターンを行うことができる、キャスター
スケート装置を提供することが本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の第１態様によれば、上記および他の目的は、ライダーに運動効果を提供するた
め、ライダーの両足を用いて方向変更可能な方式で推進されるキャスタースケート装置を
提供することによって達成可能であり、当該キャスタースケート装置は下記を具備するこ
とを特徴とする。その上に置かれる片足を支持するためのフロントボードと、路面上で転
動動作を行うための、センター軸に沿って前後位置に直列に整列されながら前記フロント
ボードの裏面に所定間隔をおいて装着される第１および第２ローラーと、その上に置かれ
る他の片足を支持するために前記フロントボードの後側に配設されるリアボードと、路面
上で転動動作を行うための、センター軸に沿って前後位置に直列に整列されながら前記リ
アボードの裏面に所定間隔をおいて装着される第３および第４ローラーと、所定の長さを
有する可動性連結具であって、前記可動性連結具の一端が前記フロントボードの後端に連
結されており、前記可動性連結具の他端が前記リアボードの前端に連結されており、した
がって前記両フロントボードおよびリアボードが所定の範囲内で独立して動作可能であり
、さらに、第１および第３ローラーのそれぞれの回転中心が、所定間隔分だけ前記それぞ
れのボードの裏面に対して所定傾斜角度を有する軸から間隔をおいて位置することを特徴
とする可動性連結具。
【００１５】
　本発明の第２態様によれば、上記および他の目的は、ライダーに運動効果を提供するた
め、ライダーの両足を用いて方向変更可能な方式で推進されるキャスタースケート装置を
提供することによって達成可能であり、当該キャスタースケート装置は下記を具備するこ
とを特徴とする。その上に置かれる片足を支持するためのフロントボードと、路面上で転
動動作を行うための、センター軸に沿って前後位置に直列に整列されながら前記フロント
ボードの裏面に所定間隔をおいて装着される第１および第２ローラーと、その上に置かれ
る他の片足を支持するために前記フロントボードの後側に配設されるリアボードと、路面
上で転動動作を行うための、センター軸に沿って前後位置に直列に整列されながら前記リ
アボードの裏面に所定間隔をおいて装着される第３および第４ローラーと、所定の長さを
有する可動性連結具であって、前記可動性連結具の一端が前記フロントボードの後端に連
結されており、前記可動性連結具の他端が前記リアボードの前端に連結されており、した
がって前記両フロントボードおよびリアボードが所定の範囲内で独立して動作可能であり
、ここにおいて、第１および第３ローラーのそれぞれの回転中心が、所定半径分だけ前記
それぞれのボードの裏面に対して所定傾斜角度を有する軸から間隔をおいて位置すること
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を特徴とし、さらには、前記第２および第４ローラーのそれぞれの回転中心が、所定間隔
分だけ前記それぞれのボードの裏面に対して垂直な後回転軸から間隔をおいて位置するこ
とも特徴とする可動性連結具。
【００１６】
　本発明の第３態様によれば、上記および他の目的は、ライダーに運動効果を提供するた
め、ライダーの両足を用いて方向変更可能な方式で推進されるキャスタースケート装置を
提供することによって達成可能であり、当該キャスタースケート装置は下記を具備するこ
とを特徴とする。その上に置かれる片足を支持するためのフロントボードと、路面上で転
動動作を行うための、センター軸に沿って前後位置に直列に整列されながら前記フロント
ボードの裏面に所定間隔をおいて装着される第１および第２ローラーと、その上に置かれ
る他の片足を支持するために前記フロントボードの後側に配設されるリアボードと、路面
上で転動動作を行うための、センター軸に沿って前後位置に直列に整列されながら前記リ
アボードの裏面に所定間隔をおいて装着される第３および第４ローラーと、所定の長さを
有する可動性連結具であって、前記可動性連結具の一端が前記フロントボードの後端に連
結されており、前記可動性連結具の他端が前記リアボードの前端に連結されており、した
がって前記両フロントボードおよびリアボードが所定の範囲内で独立して動作可能であり
、ここにおいて、第１～第４ローラーのそれぞれの回転中心が、所定間隔分だけ前記それ
ぞれのボードの裏面に対して所定傾斜角度を有する軸から間隔をおいて位置することを特
徴とする可動性連結具。
【００１７】
　好ましくは、前記連結具は可動性ワイヤーロープとする。
【００１８】
　好ましくは、前記連結具は、複数のリングを相互接続することによって形成されるチェ
ーンとする。
【００１９】
　好ましくは、前記連結具は鋼ワイヤーとする。
【００２０】
　好ましくは、前記連結具には、前記２枚のボード間の距離を調節するための長さ調節部
材が装備されていてもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明のキャスタースケート装置は以下の効果を持つ。
【００２２】
　第一に、前記キャスタースケート装置は可動性連結具を用いて相互に連結される一対の
ボードを具備する。この場合、前記両ボードは、左折ターンおよび右折ターンが繰り返し
て行われるように前記可動性連結具によって独立して動作可能である。よって、ライダー
が足首をねじるか、または身体を左右に回転させると、前記ボードは、前記ボードの裏面
上に装着されているローラーの回転動作と転動動作によって得られた推進力を使用するこ
とにより容易に方向を変更する能力を確保しながら推進可能である。
【００２３】
　第二に、前記連結具の全長は、所定の最大値範囲内で調整可能である。これにより、ラ
イダーが前記キャスタースケート装置をよりデリケートに操縦することと、小さな回転半
径範囲内でターンを行うことが可能となる。したがって、ライダーは、狭いスペースにお
いてさえも前記キャスタースケート装置に乗ることができ、より多くの運動量を提供する
。
【００２４】
　第三に、前記長さ調整可能連結具では、前記２枚のボード間の距離の調節を所定の範囲
内で行うことが可能なので、前記キャスタースケート装置の全体サイズを、ライダーの身
体の大きさに適するように調整可能である。
【００２５】
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　第四に、前記可動性連結具を用いて相互に連結されている前記ボードは、都合よく折り
たたむことができ、優れた携帯性を実現する。
【００２６】
　第五に、２枚のボードが弾性エレメントを用いて相互に連結されていることを特徴とす
る上記の従来技術に比べて、本発明のキャスタースケート装置では、前記ボードの回転半
径を小さくすることができ、デリケートなコーナリング操縦を可能にする。さらに、ライ
ダーは、操縦中に前記２枚のボード上に置かれた両足の相対位置を繰り返し変更する必要
があるので、本発明のキャスタースケート装置では本格的な運動を提供することが可能で
ある。
【００２７】
　本発明の上記および他の目的、特徴および他の利点は、下記の添付図面と併せて以下の
詳細説明からより明確に理解されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　ここで、本発明の好適な実施形態を添付図面を参照して詳細に説明する。
【００２９】
　図１および図２には本発明の第１実施形態に係るキャスタースケート装置１０Ａを例示
する。図３は、本発明に係るキャスタースケート装置の使用法を説明する図である。図３
に示すように、前記キャスタースケート装置１０Ａは、ライダーが身体を左右に回転させ
る時に推進されることを目的に設計されている。この場合、ライダーの両脚は回転軸Ｚ１
およびＺ２としての機能を果たす。また、前記キャスタースケート装置１０Ａは走行方向
を容易に変更することもできる。したがって、本発明のキャスタースケート装置１０Ａは
ライダーの楽しさを効果的に増大させる。
【００３０】
　図１および図２に示すように、前記キャスタースケート装置１０Ａは下記を具備する。
その上に置かれる片足を支持するためのフロントボード２０と、その上に置かれる他の片
足を支持するために前記フロントボード２０の後側に配設されるリアボード３０と、既定
の長さを有する可動性連結具。前記可動性連結具の一端は前記フロントボード２０の後端
に連結され、他端は前記リアボード３０の前端に連結されており、したがって前記両フロ
ントボード２０およびリアボード３０は、その間隔を所定距離に維持しながら独立して動
作可能である。本発明のキャスタースケート装置１０Ａはさらに下記を具備する。前記フ
ロントボード２０の裏面に所定間隔をおいて装着される第１ローラー２２および第２ロー
ラー２３と、前記リアボード３０の裏面に所定間隔をおいて装着される第３ローラー３２
および第４ローラー３３。前記第１ローラー２２および第２ローラー２３と、前記第３ロ
ーラー３２および第４ローラー３３は、路面上で転動動作を行うため、前記ボード２０お
よび３０のセンター軸Ｘ１に沿って、前記それぞれのボード２０および３０の前後位置で
、直列に整列されている。
【００３１】
　図４に示すように、前記ボード２０および３０を推進するのに必要な高い推進力を得る
とともに、その左折ターンまたは右折ターンを容易に行うために、前記第１ローラー２２
および前記第３ローラー３２のそれぞれは、所定間隔ｒ分だけ前記それぞれのボード２０
および３０の裏面に対して所定傾斜角度Θを有する軸Ｃから間隔をおいて位置する回転中
心Ｏを有する。かくして、第１ローラー２２および第３ローラー３２のそれぞれは、その
回転中心Ｏ周囲を同時に回転しながら、前記傾斜軸Ｃの周りを回転するように構成される
。
【００３２】
　前記ローラー２２および３２の軸Ｃの所定傾斜角度θにより、前記ローラー２２および
３２が回転限界に達すると、前記ローラー２２および３２に制動力が提供される。好まし
くは、前記傾斜角度θは２５°～４５°の範囲とする。前記所定傾斜角度θが４５°を超
える場合は、前記ローラー２２および３２が推進力を生じることは困難になる。逆に、前
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記既定の傾斜角度θが２５°未満の場合は、前記ローラー２２および３２が必要な制動力
を得ることが不可能になる。
【００３３】
　図４に示すように、前記第１ローラー２２および第３ローラー３２は、傾斜アーム２４
および３４の下端部にそれぞれ連結される。前記アーム２４および３４の上端は、ブラケ
ット２５および３５に連結されて、それぞれ前記軸Ｃの周りを回転する。ボールベアリン
グ２６および３６は、前記アーム２４と前記ブラケット２５間および前記アーム３４と前
記ブラケット３５間にそれぞれ挟入されて、前記アーム２４および３４が回転する際に、
摩擦の発生を抑制する。よって、前記アーム２４および３４は、前記ボールベアリング２
６および３６を使用して回転可能に装着される。
【００３４】
　上記のローラー装着配置により、図５Ｂおよび図５Ｃに示すように、前記ボード２０お
よび３０が左折および右折されるたびに、第１ローラー２２および第３ローラー３２は走
行方向を変更することができる。また、前記ボード２０および３０は、繰り返して上下動
される時に推進力を得るように構成される。
【００３５】
　図３に示すように、ライダーが、前記第２ローラー２３および第４ローラー３３の軸Ａ
１およびＡ２周囲で足首（または身体）を左右にねじる場合、推進されている前記それぞ
れのボード２０および３０は、所定の回転角度分だけ回転動作を行う。ここで、前記軸Ａ
１およびＡ２は、前記第２ローラー２３および第４ローラー３３が路面と接触する路面ポ
イントに基づいて整列される。
【００３６】
　本発明では、図６および図７に示すように、前記第２ローラー２３および第４ローラー
３３の形状を改変してもよい。
【００３７】
　図６には本発明の第２実施形態に係るキャスタースケート装置１０Ｂを説明する。第２
実施形態では、前記第２ローラー２３および第４ローラー３３は、直線アーム２４Ｂおよ
び３４Ｂをそれぞれ挟入することにより、前記それぞれのボード２０および３０に固定的
に装着されて、路面上で転動動作を行う。
【００３８】
　図７には本発明の第３実施形態に係るキャスタースケート装置１０Ｃを説明する。第３
実施形態では、前記第２ローラー２３および第４ローラー３３は、湾曲アーム２４Ｃおよ
び３４Ｃを使用することにより、所定間隔ｒ１分だけ前記それぞれのボード２０および３
０の後回転軸Ｃ１から間隔をおいて位置して、路面上で転動動作を行う。この場合、前記
ボールベアリングも図４と同様に、前記回転軸Ｃ１周囲に装着される。
【００３９】
　その一方、前記フロントボード２０および前記リアボード３０を相互に連結するための
前記連結具は、所望の可動性を有する部材の中から選択されるものである。例えば前記連
結具は、図８に示すように適切な直径のワイヤーロープ５２であってもよいし、図９に示
すように複数のリングからなるチェーン５３であってもよい。あるいは、前記連結具は別
の鋼ワイヤーであってもよい。ここで、前記連結具の所望可動性は、前記連結具を長手方
向に延長することは困難であるが、容易にねじることができるか、または長手方向に柔軟
に収縮できるものとする。
【００４０】
　本発明に採用される連結具は、前記２枚のボード２０および３０が、所定距離を維持し
ながら独立して動作することを可能にするものである。また、前記連結具は、前記ボード
２０および３０上に置かれたライダーの両足間の最大またがり角度を限定する働きをする
。
【００４１】
　前記フロントボード２０およびリアボード３０が、前記ボード２０および３０の左折タ
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ーンおよび右折ターンが同時に行われる時に得られた前記推進力を使用することにより前
方に推進される際、前記連結具は前記ボード２０および３０の独立した並列動作を可能に
する。
【００４２】
　本発明では、前記連結具には、前記２枚のボード２０および３０間の距離を調節するた
めの長さ調整部材が装備されていてもよい。図１０には前記長さ調整部材の例を説明する
。図１０では、前記鋼ワイヤー５４は複数のノット形状のロッカー５５を備える。この場
合、それに対応して、２つの連結ループ５が、前記フロントボード２０の後端および前記
リアボード３０の前端にそれぞれ設けられる。これよって、前記ワイヤーロープ５２のロ
ッカー５５は、前記フロントボード２０およびリアボード３０の連結ループ５によってキ
ャッチされるように構成される。
【００４３】
　ここで、上記構成を有する前記キャスタースケート装置の操縦を、前記それぞれのロー
ラー２２、２３、３２および３３が、前記所定距離ｒ分だけ前記軸Ｃから間隔をおいた位
置に前記所定傾斜角度θを有する前記軸Ｃの周りを回転するようにそれぞれ装着されるこ
とを特徴とする本発明の第１実施形態に基づいて説明する。
【００４４】
　第一に、図３に示すように、片足を前記フロントボード２０上に置き、他の片足を前記
リアボード３０上に置いた後、ライダーは身体の中心を後方にわずか移行させ、矢印１０
１および１０２によって示される方向に足首をねじる。この場合、前記ボード２０と３０
と間の距離は、前記連結具５２または５３の作動に従って限定される。特に、前記連結具
が前記可動性ワイヤーロープ５２であるときは、前記ボード２０および３０上に置かれた
両足の自由な動作がある程度確保される。
【００４５】
　ライダーが足首を左右にねじる時に、第１、第２、第３および第４ローラー２２、２３
、３２および３３は、図５Ｂおよび図５Ｃに示すように、同時に転動動作を行いながら、
所定回転角度分だけ回転動作を行う。
【００４６】
　例えば、図５Ｃに示すように、前記ボード２０および３０が左折されると、第１、第２
、第３および第４ローラー２２、２３、３２および３３は反時計方向に回転する。逆に、
図５Ｂに示すように、前記ボード２０および３０が右折されると、第１、第２、第３およ
び第４ローラー２２、２３、３２および３３は時計方向に回転する。
【００４７】
　よって、ライダーが前記ボードのうちの１枚、例えば前記フロントボード２０を片足で
引くと、前記ローラー２２および２３は引かれた方向に向く。この逆に、ライダーが前記
フロントボード２０を押すと、前記ローラー２２および２３は押された方向に向く。押し
引き動作が繰り返される時に前記ボード２０および３０は、左右方向に移動され、それに
よって図４の矢印１１、１２、１３および１４によって指し示された方向に推進される。
この場合、第１ローラー２２および第３ローラー３２の回転角度は、前記第２ローラー２
３および第４ローラー３３の回転角度よりも大きい。
【００４８】
　上述のように、本発明に係るキャスタースケート装置の推進力は、第１、第２、第３お
よび第４ローラー２２、２３、３２および３３が連続的に回転動作と転動動作が行われる
時に達成され、また、前記ボード２０および３０の高さ変動を利用することによっても達
成される。よって、走行速度および推進力の大きさは、ライダーがどれほど素早く足首を
ねじるか、または身体を左右に回転させるかによって決定される。
【００４９】
　このため、ライダーが片足を前記フロントボード２０上に置き、他の片足を前記リアボ
ード３０上に置いた状態のライディングスタンスで前記キャスタースケート装置を推進す
る際、足首（または身体）を含めた脚を左右に回しながら、ライダーはツイストダンスの
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姿勢をとる。
【００５０】
　前記キャスタースケート装置の推進中、前記第２ローラー２３および第４ローラー３３
は、第１ローラー２２および第３ローラー３２と同じように動作するが、その回転角度は
第１ローラー２２および第３ローラー３２の回転角度と比べて小さい。したがって、前記
第２ローラー２３および第４ローラー３３もまた、前記ボード２０および３０両方の独立
した並列動作を導く役割を果たす。
【００５１】
　前記第２ローラー２３および第４ローラー３３が基準ローラーとしての機能を果たし、
第１ローラー２２および第３ローラー３２が方向指示ローラーとしての機能を果たすとい
うことを考慮すると、走行方向を容易に変更するためには、ライダーは両足を前記第２ロ
ーラー２３および第４ローラー３３に近接して置く必要がある。
【００５２】
　また、本発明では、別個のボード２０とボード３０の両方が前記可動性連結具を使用す
ることにより連結されているので、前記キャスタースケート装置は狭いスペースを容易に
通過することができる。すなわち、前記可動性連結具は、前記両ボード２０および３０の
独立した動作を可能にするものである。よって、ライダーはデリケートな操縦を行いなが
ら、小さな回転半径範囲内で前記ボード２０および３０を左折ターンおよび右折ターンま
たはＵターンさせることができる。
【００５３】
　ライダーが左折、右折またはＵターンを行いながら、片足を目的の走行方向に向くよう
に置き、他の片足をわずか傾斜状態で置く場合、両足は互いに押し合う傾向がある。した
がって、傾斜状態の足が置かれる前記ボードのうちの１枚は制動力によって影響されるた
め、前記ボードの速度は低下する。これにより、ライダーが容易に走行方向を変更するこ
とが可能となる。
【００５４】
　本発明では、前記ボード２０および３０は、両足のプッシュ動作ではなく、むしろライ
ダーの足首のねじり動作を使用することで推進される。これは、前記キャスタースケート
装置の走行方向を容易に変更する能力を向上させる上で重要な要素である。
【００５５】
　一方、前記ボード２０および３０間の距離は、前記連結具の長さを調整することによっ
て容易に調節可能である。よって、前記キャスタースケート装置の全体サイズはライダー
の身体の大きさに適するように調整可能である。
【００５６】
　前記連結具が取り外されて、前記ボード２０および３０が互いから分離された状態では
、容易に予測されるように、ライダーは前記ボード２０および３０を、ポールを併用して
別のタイプのそり滑走ツールとして利用することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　上記説明から明らかなように、本発明のキャスタースケート装置は以下の効果を持つ。
【００５８】
　第一に、本発明によれば、前記キャスタースケート装置は可動性連結具を用いて相互に
連結される一対のボードを具備する。この場合、前記両ボードは、左折ターンおよび右折
ターンが繰り返して行われるように前記可動性連結具によって独立して動作可能である。
よって、ライダーが足首をねじるか、または身体を左右に回転させると、前記ボードは、
前記ボードの裏面上に装着されているローラーの回転動作と転動動作によって得られた推
進力を使用することにより容易に方向を変更する能力を確保しながら推進することが可能
である。
【００５９】
　第二に、本発明によれば、前記連結具の全長は所定の最大値範囲内で調整可能である。
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これにより、ライダーが前記キャスタースケート装置をよりデリケートに操縦することと
、小さな回転半径範囲内でターンを行うことが可能となる。したがって、ライダーは、狭
いスペースにおいてさえも前記キャスタースケート装置に乗ることができ、より多くの運
動量を提供する。
【００６０】
　第三に、前記長さ調整可能連結具では、前記２枚のボード間の距離の調節を所定の範囲
内で行うことが可能なので、前記キャスタースケート装置の全体サイズを、ライダーの身
体の大きさに適するように調整可能である。
【００６１】
　第四に、前記可動性連結具を用いて相互に連結されている前記ボードは、都合よく折り
たたむことができ、優れた携帯性を実現する。
【００６２】
　第五に、２枚のボードが弾性エレメントを用いて相互に連結されていることを特徴とす
る上記の従来技術に比べて、本発明のキャスタースケート装置では、前記ボードの回転半
径を小さくすることができ、デリケートなコーナリング操縦を可能にする。さらに、ライ
ダーは、操縦中に前記２枚のボード上に置かれた両足の相対位置を繰り返し変更する必要
があるので、本発明のキャスタースケート装置では本格的な運動を提供することが可能で
ある。
【００６３】
　本発明の好適な実施形態は例示的な目的で開示したものであって、当業者であれば、種
々の変更、付加および代替を添付の特許請求の範囲で開示した本発明の範囲および真の趣
旨から逸脱することなく行い得ることを理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の第１実施形態に係るキャスタースケート装置を説明する底面斜視図。
【図２】図１Ａの正面図。
【図３】本発明の第１実施形態に係るキャスタースケート装置の使用法を説明する図。
【図４】本発明に係るキャスタースケート装置に装着されるローラーを説明する部分的な
拡大図。
【図５Ａ】本発明の第１実施形態に係るキャスタースケート装置のローラー配置を説明す
る図であって、初期ライディング状態におけるボードの方向性を説明する図。
【図５Ｂ】本発明の第１実施形態に係るキャスタースケート装置のローラー配置を説明す
る図であって、右折ターンを行う際のボードの様々な方向性を説明する図。
【図５Ｃ】本発明の第１実施形態に係るキャスタースケート装置のローラー配置を説明す
る図であって、左折ターンを行う際のボードの様々な方向性を説明する図。
【図６】本発明の第２実施形態に係るキャスタースケート装置を説明する正面図。
【図７】本発明の第３実施形態に係るキャスタースケート装置を説明する正面図。
【図８】本発明に係るキャスタースケート装置用の連結具の代替例を説明する部分正面図
。
【図９】本発明に係るキャスタースケート装置用の連結具の代替例を説明する部分正面図
。
【図１０】本発明に係るキャスタースケート装置用の連結具の代替例を説明する部分正面
図。
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